
岡崎市農業振興ビジョン推進委員会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、岡崎市農業振興ビジョン推進委員会（以下「委員会」とい

う。）の組織、運営その他必要な事項について定める。

（目的）

第２条 委員会は、岡崎市農業振興計画（都市農業振興計画の内容を含む。以下同

じ）の策定・進捗に関して調査及び審議することで総合的な農業振興施策の推進

に資することを目的とする。

（所掌事務）

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業振興計画を策定し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興に関する重要事項について調査及び審議

し、農業に関する施策の実施を推進すること。

（組織）

第４条 委員会は委員８名以内をもって組織する。

２ 委員会に、会長を置く。

３ 会長は、委員の互選によるものとする。

４ 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。

６ 委員は、農業に関し十分な知識と経験を有する者その他市長が必要と認める

者の内から市長が委嘱する。

７ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することができる。

８ 委員が欠けた時は、補欠委員を置くことができる。なお、補欠委員の任期

は、前任者の残存期間とする。

（会議）

第５条 委員会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。

（専門部会）

第６条 委員会に、専門の事項を調査及び審議させるため、専門部会を置くことが

できる。

２ 専門部会の部会員には、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有す

る者の内から、市長が任命する。

（庶務）

第７条 委員会に関する庶務は、経済振興部農務課において処理する。



（雑則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、令和元年11月20日から施行する。


